
「県営住宅上粟島団地建替及び管理運営事業に関する基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務」

委託業務仕様書 

 

１ 業務名 

県営住宅上粟島団地建替及び管理運営事業に関する基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業  

務 

 

２ 業務の目的 

  老朽化が進んでいる上粟島団地（４棟４８戸）、富益団地（２２棟８８戸）の計２６棟１３６戸

について、ＰＦＩ手法を活用して建て替えることを検討しており、その整備、管理運営業務及び余

剰地活用に関する基本計画を策定するとともに民間活力の導入を検討する。団地の詳細は別添資料

県営住宅上粟島団地建替及び管理運営事業に係る既存施設の状況のとおり。 

 

３ 業務の内容 

（１）基本計画策定業務 

  ア 整備及び管理運営事業の前提条件の整理 

  （ア）上位関連計画、法規制条件、補助制度の整理 

（イ）建設予定地の現況、敷地条件、周辺地域の立地条件等の整理 

（ウ）対象団地の入居者状況等のデータ整理 

 （エ）県営住宅及び県内市町村営住宅の現状整理 

 （オ）全国の公営住宅の現状整理 

（カ）現在の管理代行制度による管理運営の現状整理 

 （キ）ＰＰＰ手法導入（余剰地活用事例含む）の類似参考事例の整理・分析 

イ 整備及び管理運営計画の検討 

  （ア）施設整備の方針 

    ａ ア及び県営住宅長寿命化計画等の将来的な県営住宅の需要予測を踏まえた上での全体整

備戸数（建替戸数）の設定 

ｂ 現入居者や将来世帯構成変化を見据えた型別供給方針の設定 

ｃ 団地としての必要駐車場台数の設定 

    ｄ 施設整備に係る事業者へのアンケート調査及びヒアリング 

  （イ）管理運営の方針 

    ａ 管理範囲（上粟島団地のみ、県西部地区等）、業務範囲（設備管理のみ、入居申込受付

業務含む等）の設定 

    ｂ 管理運営に係る事業者へのアンケート及びヒアリング 

ｃ パターン別運営・維持管理費概算額の算出及び比較検討（維持管理を住宅供給公社、民

間事業者等が実施した場合をそれぞれ算出し比較） 

（ウ）余剰地の利活用の方針 

ａ 余剰地の利活用にかかる検討（売却、定期借地による民間収益事業の実施） 

ｂ 余剰地利活用にかかる事業者へのアンケート及びヒアリング（参加意向、参画条件等の

調査）及び検証 

  （エ）事業スケジュールに関する検討・整理 

  （オ）基本計画の取りまとめ 

    上記の内容を元に以下の内容についてとりまとめを行う 

    ａ 計画条件まとめ 

    ｂ 土地利用及び配置計画 

    ｃ 住戸・住棟計画 

ｄ 入居者移転計画・工区計画 

別添 



ｅ 管理運営手法 

ｆ 余剰地利活用方法 

ｇ 概算事業費・スケジュールの検討 

 

（２）ＰＰＰ手法導入可能性調査 

  ア ＰＰＰ手法に関する検討 

  （ア）事業方式、事業形態、事業期間の検討 

  （イ）管理範囲、業務範囲の検討（県営住宅の解体撤去、設計、建設、工事監理、管理運営、入

居者移転支援、余剰地活用業務等に分けて整理） 

  （ウ）リスク分担の検討 

  イ 民間事業者の参入可能性調査 

  （ア）整備計画及び想定手法等の整理 

  （イ）事業化に向けた条件・課題の抽出 

  （ウ）参画意向の把握（建設会社、維持管理会社、不動産会社、ディベロッパー、社会福祉法人

等） 

  ウ ＰＰＰ手法導入可能性の評価 

（ア）民間事業者サウンディング結果の精査 

  （イ）従来手法とＰＰＰ手法との定量比較評価（ＶＦＭ評価） 

（ウ）定性的評価（関係者の意見・制度上の得失等） 

（エ）余剰地を活用した事業に係る評価 

  （オ）諸条件を勘案した整備・管理運営手法及び余剰地の利活用方法の総合評価 

  エ ＰＰＰ手法による事業実施に向けた検討すべき課題の整理 

   

（３）その他公営住宅整備及び管理運営へのＰＰＰ手法導入検討にあたっての助言、参考事例紹介な

ど 

 

４ 中間報告 

  令和４年１月11日(火)までに中間報告として、本件業務の調査検討状況で可能な範囲内で取りま

とめる。 

 

５ 業務期間 

  契約締結日から令和４年６月３０日まで 

 

６ 成果品   

  成果品は以下のとおりとする。 

（１）基本計画（案）      １０部（納入期限：令和４年６月３０日） 

（２）最終報告書（Ａ４版）   １０部（納入期限：令和４年６月３０日） 

（３）中間報告書（Ａ４版）   １０部（納入期限：令和４年１月１１日） 

（４）その他関連図面等 

  上記成果品については、編集可能な電子データも電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）に格納の

上、提出すること。なお、「報告書」にはＶＦＭ計算に使用したファイル等、県が指定する報告書

作成にあたって作成した書類を含み、業務実施期間中においても、委託者が数値の妥当性を検証で

きるよう、計算式を残した状態で、委託者の指示があった都度ファイルを提供すること。 

   

７ 納入場所 

  鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課（鳥取市東町一丁目２２０番地） 

 



８ その他 

（１）権利義務の譲渡等の禁止 

   受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はそ

の権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、

この限りではない。 

（２）資料提供 

   受注者は、本件業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂

行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行

うものとする。 

（３）追完請求権 

ア 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び仕様書で定める

内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方

法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求すること

ができる。 

イ 前項の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追

完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 

ウ 前２項の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるもの

ではない。 

（４）特許権等の使用 

   受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権

利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その

使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指

定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在

を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとす

る。 

（５）損害賠償 

   受注者は、その責めに帰する理由により、本件業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（６）守秘事項等 

ア 本件業務における成果物（中間成果物を含む。）については、当該業務においてのみ使用す

ることとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。 

  イ 本件業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（７）個人情報の保護 

   受注者は、本件業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務

委託契約特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

   受注者は、（８）の規定により本件業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は請け負わせ

る場合は、当該受託者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。 

（８）再委託の禁止 

  ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、特段   

の理由がある場合はこの限りでない。 

（ア）再委託の契約金額が業務委託料の額の５０パーセントを超える場合 

（イ）再委託する業務に業務の中核となる部分が含まれている場合 

（９）調査等 

   発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本件業務の処理状況等について調査

し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならな

い。 



（１０）完了報告及び検査 

   発注者は、本件業務を完了したときは、完了の日から１０日以内に完了報告書を発注者に提出

し、発注者の検査を受けるものとする。 

（１１）仕様書遵守に要する経費 

   本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

（１２）専属的合意管轄裁判所 

   本件業務に係る訴訟の提起又は調停（発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うも

のを除く。）の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判

所とする。 

（１３）その他 

   この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と

受注者とが協議して定めるものとする。 

 

  



 

別記 

個人情報取扱業務委託契約特記事項 

 

（個人情報の取扱い） 

第１ 受注者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利

益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはな

らない。 

２ 受注者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又

は従事していた者が、当該契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさ

ないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この事業に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３ 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本件

業務の目的の範囲内で行う。 

（第三者への提供制限） 

第４ 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録された資

料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複製、複写の禁止） 

第５ 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録された資

料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（個人情報の適正管理） 

第６ 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録された資

料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。 

（提供資料等の返還等） 

第７ 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録された資

料等を、業務完了後、直ちに発注者に返還する。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によ

る。 

（事故報告義務） 

第８ 受注者は、この契約に係る業務を処理するため、発注者から提供された個人情報が記録された資

料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければ

ならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第９ 発注者は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契

約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 

 

 

 


